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１ 

               新                 旧 備考 

第 1８条（解約） 

１ ユーザーは、当社に対し当社所定の解約申請をすることで、⾃⼰の

ユーザーとしての登録を取り消し、本サービスの利⽤契約を解約

することができます。 

 

 

 

２ CoinTrade ⼝座に保管資産の残⾼がある場合、ユーザーは解約⼿

続きを⾏うことができません。ユーザーは、CoinTrade ⼝座の保管

資産の残⾼を全て引き出したうえで、解約申請を⾏うものとしま

す。但し、⼝座に⾦銭⼜は暗号資産の残⾼がある場合で、かつ当該

残⾼が各々の送付⼜は出⾦に係る⼿数料を下回る場合には、当社

は、当該送付⼜は出⾦に係る⼿数料を上限とする額を⼿数料とし

て当該残⾼から申し受けることとします。 

３ 本サービスを解約することにより本サービス利⽤履歴の閲覧を含

第 18 条（解約） 

１ ユーザーは、当社に対し当社所定の解約申請をすることで、本サ

ービスをいつでも⾃由に解約することができます。但し、

CoinTrade ⼝座に保管資産の残⾼がある場合、ユーザーは解約⼿

続きを⾏うことができません。ユーザーは、CoinTrade ⼝座の保

管資産の残⾼を全て引き出したうえで、解約申請を⾏うものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本サービスを解約することにより本サービス利⽤履歴の閲覧を

 

（変更） 
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               新                 旧 備考 

む本規約に基づく⼀切の権利は、第 29 条に定める損害賠償に基づ

く請求権を除きすべて消滅するものとします。ユーザーが誤って

解約処理を⾏った場合であっても、解約前の状態には復旧するこ

とはできないものとします。 

４ 第 1 項にかかわらず、当社はユーザーに対し、当該ユーザーが満

75 歳になる⽇の半年前までに、当社所定の⽅法により、告知を⾏

い、解約の希望があれば解約します。 

 

 

以上 

含む本規約に基づく⼀切の権利は、第 29 条に定める損害賠償に

基づく請求権を除きすべて消滅するものとします。ユーザーが誤

って解約処理を⾏った場合であっても、解約前の状態には復旧す

ることはできないものとします。 

３ 第 1 項にかかわらず、当社はユーザーに対し、当該ユーザーが満

75 歳になる⽇の半年前までに、当社所定の⽅法により、告知を

⾏い、解約の希望があれば解約します。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


